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≪お知らせ≫ 

１．令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が令

和２年８月３１日まで延長されました 

２．「Safe Work 向上宣言」の取組がスタート！ 

 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

１．令和２年度労働保険料等の申告・納付期限が令

和２年８月３１日まで延長されました 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、労働

保険料等の申告期限・納付期限（年度更新期間）に

ついて、令和２年８月３１日まで延長することとい

たしました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の影響により、

事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は

、申請により、労働保険料等の納付を１年間猶予す

ることができます。  

 

●労働保険の年度更新の延長等について 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html 

 

●新型コロナウイルス感染症関連情報 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html 

 

【お問合せ先】労働保険徴収課（022-299-8842） 
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２．「Safe Work 向上宣言」の取組がスタート！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

宮城労働局では、建設業労働災害防止協会宮城県

支部（建災防宮城県支部）とともに、建設業におけ

る『Safe Work 向上宣言』の取組をスタートしまし

た！！ 

この取組は、宮城労働局と建災防宮城県支部のほ

か、東北地方整備局、東北農政局、宮城県の各発注

機関、宮城県建設業協会、日本建設業連合会東北支

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11218.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
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部など建設7団体で構成する「建設工事ゼロ災推進

連絡会議」が一体となって取り組むもので、労働災

害ゼロを目標に『Safe Work』向上を宣言いただき

、自主的な安全衛生管理活動を推進し、健康で安全

に働くことができる職場環境の改善と魅力ある職場

づくりの実現を目指すものです。 

建設業界の皆様は是非この取組に参加し、Safe 

Workな建設現場を目指しましょう。 

 

なお、現在は建設業を対象としていますが、『

Safe Work』はすべての業種に共通の目標ですので

、建設業以外の業種の皆様も是非ご覧ください（今

後、他業種における実施も予定しております）。 

 

●「Safe Work 向上宣言」の取組がスタート！ 

 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/news20200601safeworkkojo-

0saimiyagi.html 

 

【お問合せ先】 健康安全課（022-299-8839） 
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★バックナンバー 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-

roudoukyoku/1/140/141_2020.html 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

★メルマガ配信の停止・配信先の変更 

https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?

ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

・当メールマガジンは毎月１回の定期号に加えて、 

 臨時号を随時配信します。 

・新規登録されると、登録翌日の午前10時に最新刊 

 を配信します。 

・文字は、１行の文字数が22文字以上となる大きさ 

 で、かつＭＳゴシックなどの等幅フォントでご覧 

 ください。 

・登録していないにも関わらず本メールが配信され 

 た場合は、他の方が間違えて登録した可能性があ 

 りますので、上記の配信停止の手続きをお願いし 

 ます。 

・当メールマガジンの送信元アドレスは、送信専用 

 となっており、返信できません。 

・携帯メールには対応しておりません。 

・当メールマガジンの内容の全部または一部につい 

 ては、私的使用または引用など著作権法上認めら 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2020.html
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/1/140/141_2020.html
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
https://mdh.fm/BeUI/MemberMobile/MemberMobile?ReqID=member&CustID=N202Y9&MemberID=91311
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 れた行為として、出所を明示することにより、引 

 用、転載、複製を行うことができます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

【配信元】宮城労働局（雇用環境・均等室） 

  〒983－8585 宮城県仙台市宮城野区鉄砲町１ 

         仙台第四合同庁舎 

  電話 022－299－8834 

  宮城労働局ホームページ 

https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/ 
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https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

